
市の広報紙に掲載する情報の再検討を 

市の広報紙(月１回発行)に長年掲載されていた

「文化の家」「平成こども塾」「子育ての広場」「スポ

ーツガイド」のページが削除されました。これらの情

報は市民にとって必要であると考え、再度掲載する

よう質問しました。 

《さとうゆみ３月議会一般質問から》 

Ｑさとう 「文化の家」「平成こども塾」「子育ての広場」「スポー

ツガイド」のページを削除した理由は何か。 

：市長公室長 イベントや定例的な記事等のいわゆる「お知らせ 

記事」が多く、市が伝えたい重要な課題等を伝え

ることについて検討していた。広報紙の情報量

が多すぎるという課題もあり、定期的に開催する

イベント等の情報を掲載しないことにした。 

Ｑさとう これらの情報を再度掲載するべきではないか。 

：市長公室次長 関係課を集めて協議したい。 

Ｑさとう ページの削除による広報印刷製本費の削減は、行政改

革の一環ということだが、いくら削減することを目標

としているか。 

：市長公室長 およそ５年後には全体のページ数の目標を１６ペ

ージとし、令和２年度予算と比べて年間約５００万

円削減と考えている。 

 

～さとうゆみの考え～ 

☆文化の家…文化の家は約９３億円をかけて平成９年に建設され、

５年前の大規模改修工事では約９億円を使いました。

文化の家での公演やイベント等を広報紙で告知し、

市民に活用してもらうことが必要だと考えます。 

☆平成こども塾…約１億８〃０００万円をかけて建設され、子どもが

自然の中で体験ができる他市町からも注目さ

れる施設です。平成こども塾の取り組みを市民

に広く知ってもらうことが大切だと考えます。 

☆子育ての広場…携帯電話の「子育て支援アプリ」とチラシによ

る発信に変わりましたが、長久手市は子ども

の多いまちであり、広報紙で市民に平等に情

報を届けることが求められると考えます。 

☆スポーツガイド…杁ケ池体育館入口と市ホームページでの告

知になりましたが、情報が行き届いていない

と感じます。スポーツイベントは広報紙を見て

参加する人が多かったので掲載すべきです。 

放課後児童クラブの待機児童の解消を 

保護者が就労等により留守にしている家庭の小学生を預かる

「放課後児童クラブ」では、令和３年４月入所の待機児童が市全体

で５３人出ていることから質問しました。 

《さとうゆみ３月議会一般質問から》 

Ｑさとう 「放課後児童クラブ」ごとの待機児童数はどのようか。 

：子ども部次長 南児童クラブ２７人、長久手児童クラブ１８人、西 

児童クラブ６人、北児童クラブ１人、東児童クラブ 

１人。待機児童が多く発生している南小学校区と

長久手小学校区では、学校から児童館へ直接下

校することができる児童館下校を実施する。 

Ｑさとう 受け入れ人数の拡充に向けて、民間事業者を公募する 

とのことだが、どのようか。 

：子ども部長 現在の上郷児童館にて、利用者の校区を限定しな

い児童クラブを民間事業者の活用により進めて

いく。児童の送迎サービスを条件に盛り込む。 

～さとうゆみの考え～ 

子どもが保育園に通う間は働きやすいものの、小学生に上がる

と働きにくくなる環境は改善したいと考えます。上郷児童館が東

小学校の隣に移転新築されることに伴い、これまでの上郷児童館

の建物を活用し、校区を限定しない新たな児童クラブを設置する

との答弁があったので、今後の状況を確認していきます。 

 

５月６日～コロナワクチン接種が始まる 

いよいよ新型コロナウイルスワクチンの接種が始

まります。接種対象は、１６才以上の希望者です。 

４月２０日に７５才以上の市民に接種券が発送され

ました。５月２４日には６５才以上７４才以下の市民に

接種券が発送される予定ですが、現時点でその他

の市民への発送時期は未定です。 

集団接種は５月６日から市役所西庁舎にて、個別接種は５月８日

から市内の医療機関にて開始されます。状況は随時変わるので、

最新情報は市ホームページでご確認ください→ 

 

２０２１年(令和３年)４月発行 ＮＯ.４５ 

さとうゆみ議会報告会 

６月１２日(土)１４時～１６時 

長久手交流プラザ１階多目的室 

 



「香流
か な れ

苑
え ん

」の跡地を市で取得できないか？ 

《さとうゆみ３月議会一般質問から》 

Ｑさとう し尿処理施設「香流苑」は、長久手市と

尾張旭市が負担金を出し合い昭和５０

年から運営してきたが、令和４年３月

末をもって使用しない施設となる。近隣地域の住民

から「香流苑」の跡地を市で取得してもらいたいとの

要望書が出されているが、市の考えはどのようか。 

：くらし文化部長 尾張旭市との協議により現状有姿で第三者に 

売却する方針は変わらない。 

Ｑさとう 市で取得することは不可能か。 

：くらし文化部次長 「香流苑」の財産は尾張旭市が７割、長久手

市が３割であるため、長久手市が取得す

る場合は尾張旭市の７割を購入すること

になり、高額となるので非常に厳しい。 

～さとうゆみの考え～  

「香流苑」の近辺は人口密集地域であり、大規模災害時等のス

ペース確保のためにも市で取得してもらいたいと考えましたが、

財政的な観点から困難ということでした。１万５〃０００㎡の跡地に

何ができるかによって生活環境が変化するので、近隣地域の住

民に丁寧な説明をしながら進めることを要望しました。 

 

令和３年度予算はコロナの影響で税収減 

令和３年度予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により市

税収入の見込みが大幅に減尐しています。個人市民税は前年度

比１億８〃２３８万円の減尐、法人市民税は前年度比２億２〃７５５万円

の減尐です。固定資産税と都市計画税は増加したものの、「評価

替えで税額が上昇する土地については税額を据え置く」と国が

決めたことに伴い、本市でも本来入るはずだった固定資産税約 

９〃２００万円と都市計画税約２〃２００万円が減尐しました。 

税収減を補うため、市の貯金を崩すなどして繰入金を前年度

比約４億円増額して、市民生活に影響が出ないようにしています。

より一層効率的な行財政運営が求められます。 

 

議員インターンシップの大学生を受け入れました 
２月から３月の 2 カ月間、NPO 法人ドットジェイピー

の議員インターンシッププログラム(就業体験)で、

愛知県立大学の男子学生３人を受け入れました。 

市内の各種公共施設の見学、市内で行われてい

る日本語教室や認知症カフェなどへの参加、他市町

の議会の傍聴など、さまざまなところへ出かけました。学生とと

もに日々勉強したことで、私にとっても貴重な経験となりました。 

リニモテラス公益施設の指定管理者決定 

リニモ古戦場駅前にリニモテラス公益施設が完成

し、６月にオープンする予定です。「大学連携」「観光

交流」「多文化共生」「子育て支援」の４つのテーマ

を主軸とした施設です。カフェも設置されています。 

リニモテラス公益施設の指定管理者に「リニモッて」を指定す

る議案が出され、可決しました。通常は指定管理者のみが管理運

営を行いますが、リニモテラス公益施設では指定管理者「リニモ

ッて」と「リニモッて」が委託するコーディネーター、リニモテラス

運営協議会（４つのテーマに沿った市民団体等が参加）が協力し

て運営するということなので、今後の状況を見ていきます。 

指定管理者：リニモッて 

中電興業㈱と㈱TONZAKOデザインの共同事業体 

指定管理期間：令和３年４月 1日から３年間 

指定管理料：年間２〃３００万円 

子ども医療費助成 入院は高校卒業まで 

長久手市では、これまで入院、通院ともに中学卒業まで医療費 

の自己負担分を市が助成し、窓口負担なしとしていました。今回、

入院については保護者等が非課税の場合に限り高校卒業まで助

成を拡大する条例改正案が出され、可決しました。 

非課税に限定したのは、本当に困っている人を助けたいという

市の意向からです。高校卒業まで入院を助成している自治体で

は、非課税に限定していないところが多いため、本市でもさらな

る拡大を求めていきたいと考えます。 

 

長久手南中学校の増築校舎を見学 

 生徒数の増加により教室数が不足するため、

南中学校に増築校舎が建設されました。令和３年４月から使用が

開始されます。家庭科室を本校舎から増築校舎に出すなどして、

不足する４教室を本校舎の中に入れる改修工事も同時に行いま

した。増築校舎にできた２教室は、尐人数指導の時間や今後教室

数が増えた際の予備として活用するそうです。

児童発達支援センター・発達相談室・上郷児童館を見学 

 東小学校の隣に、上郷保育園・児童発達支援センタ

ー(こどもの発達相談室を含む)・上郷児童館の複合

型施設が完成しました。保育園部分はすでに令和２年

１０月にオープンし、発達相談室と児童館は令和３年４

月から、児童発達支援センターは令和３年１０月からオープンしま

す。障がいのある児童への支援体制が構築されるとともに、子ど

もの数が急増する長久手東部の子育て環境が充実します。 

６月議会…６月１０日(木)～７月５日(月)までの２６日間 

一般質問６月２２日(火)２３日(水)２５日(金)午前９時３０分～ 

さとうゆみブログ毎日更新中→ 

この通信の発行には一部政務活動費を使用しています(政務活動費は月１万円) 

令和２年度 令和３年度 増減率
個人市民税 50億2,922万円 48億4,684万円 -3.6%
法人市民税 5億2,627万円 2億9,872万円 -43.2%
固定資産税 48億6,595万円 49億3,404万円 1.4%
都市計画税 8億1,960万円 8億円3,670万円 2.1%
市たばこ税 2億8,371万円 2億6,473万円 -6.7%
軽自動車税 8,119万円 8,242万円 1.5%

固有資産所在交付金 2,332万円 2,353万円 0.9%
合計 116億2,930万円 112億8,700万円 -2.9%
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